
 

令和２年 №49 

○国立大学法人東京学芸大学事務組織規則の一部を改正する規則の制定 

 

改正理由 

大学入学者選抜方法の変更に伴い、所要の改正を行うものである。 

 

承認経過 

 大学入学者選抜方法の変更に伴う形式的な改正であるため、学長決裁により処理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



国立大学法人東京学芸大学事務組織規則の一部を改正する規則を次のように制定す

る。 

 

  令和２年９月25日 

                  国立大学法人東京学芸大学長 

                          國 分  充 

 

令和２年規則第23号 

国立大学法人東京学芸大学事務組織規則の一部を改正する規則 

  

 国立大学法人東京学芸大学事務組織規則（平成16年規則第３号）の一部について，

別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正する。 

 

 

 

 

 

 



国立大学法人東京学芸大学事務組織規則の一部改正について 

 

改正理由：大学入学者選抜方法の変更に伴い，所要の改正を行うものである。 

改       正 現       行 

 

〔省略〕 

 

（入試課） 

第１０条 入試課においては，主に次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 入学者選抜の事務に関し，総括し，及び連絡調整すること。 

(2) 大学入学共通テストに関すること。 

(3) 学部，大学院及び専攻科の入学者選抜試験の実施に関すること。 

(4) 学部，大学院及び専攻科の入学者選抜方法の調査研究に関すること。 

(5) アドミッションオフィスの業務に関し，連絡調整すること。 

(6) 所掌事務の調査及び報告に関すること。 

 (7) その他入学者選抜に関すること。 

 

   〔省略〕 

 

 附 則 

この規則は，令和２年９月25日から施行する。 

 

 

〔省略〕 

 

（入試課） 

第１０条 入試課においては，主に次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 入学者選抜の事務に関し，総括し，及び連絡調整すること。 

(2) 大学入試センター試験に関すること。 

(3) 学部，大学院及び専攻科の入学者選抜試験の実施に関すること。 

(4) 学部，大学院及び専攻科の入学者選抜方法の調査研究に関すること。 

(5) アドミッションオフィスの業務に関し，連絡調整すること。 

(6) 所掌事務の調査及び報告に関すること。 

 (7) その他入学者選抜に関すること。 

 

   〔省略〕 

 

 


